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In brief

2012年6月にOECD/G20により開始されたBEPSプロジェクトは、2013年7月19日に公表されたBEPS行動計画

に基づき議論が重ねられ、2014年9月16日の第一次提言の公表を経て、2015年10月5日に15の行動計画に

関する最終報告書がまとめられた最終パッケージが公表されました。

行動7は、租税条約等における恒久的施設（PE）について、いわゆる代理人PEに該当しないコミッショネア・ス

キーム等の利用や、PEの定義において除外されている特定の活動へのあてはめ等によって、多国籍企業が

その進出先国におけるPE認定を人為的に回避することを防止するため、OECDモデル租税条約及び同コメン

タリー上のPEの定義の変更を検討することを目的とするものであり、約50項にわたる最終報告書が取りまとめら

れています。

最終報告書では、まず、コミッショネア・スキーム等の利用による人為的なPE回避に対抗するため、代理人が

「契約の締結に繋がる主要な役割を反復して果たす」場合を代理人PEと認定される活動に加える等の定義変

更を提言しています。また、外国企業が一定の場所を保有していたとしても倉庫の利用等の特定の活動をPE

の範囲から除外することとしていた従来の規定を見直し、原則として、いかなる種類の活動であっても、それが

準備的・補助的性質である場合にのみPEから除外されるべきとしています。

In detail

1. 行動計画７の目的

多くの国の国内法及び租税条約には、恒久的施設（Permanent Establishment、PE）の定義規定が含まれてお

り、企業が他国において法人税の課税対象となる実体を構成するに十分な活動を当該他国において行って

いるか否かを判定する基準が規定されています。OECDは、多国籍企業が現行のOECDモデル租税条約第5

条のPE規定の適用を回避するストラクチャーを構築することが可能になっているとの懸念の下、確立してから

数十年が経過している現行規定を見直すことを検討してきました。BEPS行動計画７では、PE定義規定の濫用

を防止するため、モデル租税条約上のPE定義規定及び関連するコメンタリーを改正することが求められてい

ます。
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2. PE定義規定の変更

現行のモデル租税条約上のPE定義規定は、概して以下の二つの基準を用いて、ある締約国の企業が他の締約国においてPE

を構成することとなる活動の範囲を定めています。

 「事業を行う一定の場所」基準

企業が他方の締約国において事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部または一部を行っている場

所を有している場合、特定の活動に関する認定除外に該当しない限り、その企業は当該他方の締約国において

PEがあるものとする。

 「従属代理人」基準（「代理人PE」）

企業に代わって行動する者（「独立代理人」を除く）が、一方の締約国において、当該企業の名において契約を締

結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使する場合には、その企業は当該一方の締約国においてPEを

有する者とする。

これに対し、行動計画７では、多国籍企業による様々なPE回避スキームに対抗するため、以下のような提言がなされています。

① 「従属代理人」 の定義拡大

② PE認定の例外とされる特定の活動を準備的・補助的性質のものに限定

③ 契約の分割による「建設PE」認定回避への対応

3. 従属代理人の定義拡大（コミッショネア・スキーム等への対抗）

OECDによって問題視されていたコミッショネア・スキームとは、各国の法制度等に基づき多様な形態が考えらえるものの、典型

としては、コミッショネア（受託者）はその国において販売促進等の営業活動を行い、自己の名において顧客と契約を締結する

ものの、商品所有権者である外国のプリンシパル（委託者）のために（プリンシパルの計算において）販売するというスキームで

す。これにより、外国の企業は、販売先国において、PEを構成せずに商品を販売することが可能となり、商品販売にかかる所得

が販売先国において課税されることが回避されます。コミッショネアはあくまで自己の名において契約を締結するため、従来の

従属代理人基準ではPEの要件に該当しません。コミッショネア（受託者）はその販売する商品を所有しないため、当該販売から

生じる所得についての課税は受けず、外国のプリンシパルから受領する委託手数料だけが課税対象となります。

従属代理人に該当することを回避する方法としては、上記のコミッショネア・スキームのほか、契約交渉は販売先国において実

質的に行われるものの契約の最終的な締結は外国において行われるというスキームや、外国企業の名において契約を締結す

る権限を反復して行使する者が、当該外国企業の関連会社であるにもかかわらず独立代理人の要件を満たすというスキームも

指摘されています。

販売仲介者が販売先国において行う活動が、外国企業によって遂行される契約の反復的な締結に繋がることを意図して行わ

れている場合には、当該外国企業は、原則として、当該販売先国において課税対象となる実体を有するものとみなされるべきと

のポリシーの下、最終報告書では、OECDモデル租税条約5条5項及び6項を変更することが提言されています。その概要は次

の通りです。
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現行規定 改正提案

外国の企業のために国内で行動する者は、以下の要件を

満たす場合に代理人 PE とされる。

1) 企業に代わって（企業の名において）締結される契約

外国の企業のために国内で行動する者は、以下の要件を

満たす場合に代理人 PE とされる。

1) 次のいずれかの契約

① 企業の名において締結される契約

② 企業の物品の所有権の移転等に関する契約

③ 企業による役務提供に関する契約

2) 代理人が契約を締結する権限を有し、これを反復して

行使

2) 次のいずれかの行為

① 代理人が契約を締結する権限を有し、これを反復

して行使

② 企業による重要な修正なく日常的に締結される契

約の締結に繋がる主要な役割を反復して果たす

3) ただし、代理人業を通常業務として行う者（独立代理

人）は PE とならない

3) ただし、独立代理人は PE とされない。ただし、専属的

又はほとんど専属的に関連企業（※）のために行動する者

は独立代理人とはみなされない。

※ 議決権ベース又は株式価値ベースで 50％超の保

有関係、又は、事実上の支配関係がある場合

OECDモデル租税条約コメンタリーの改正提案において、上記の「契約の締結に繋がる主要な役割を果たす」活動に関する一

定の説明がなされており、そのような活動とは、「典型的には、第三者に対して（外国）企業との間の契約を締結することを説得さ

せた者の活動に関連する」とされています。その例として、「顧客に求め、受領する注文が、（外国）企業に属する商品が発送さ

れる倉庫に対して直接に伝達される場合で、当該企業が日常的にこれらの取引に承認を与える」ような状況が挙げられていま

す。

また、改正提案では、従属代理人に該当しないとされる「独立代理人」の定義上、「専属的又はほとんど専属的に関連企業のた

めに行動する者は独立代理人とはみなされない」とされたことから、グループ企業にあっては、独立代理人とみなされない可能

性が極めて高くなるものと思われます。

4. PE認定の例外とされる特定の活動

最終報告書によると、OECDモデル租税条約5条４項に定める「PE認定の例外規定」が設けられた当時は、当該規定がカバー

する活動は原則として準備的又は補助的な性格のものであるとみなされていたが、その後ビジネスのあり方が大きく変化し、そ

れらの活動が今日では中核的なビジネス活動に該当する場合もあると説明されています。そのような中核的活動から生じる利

益はその国で課税されるべきとの考え方から、以下の通り、PE認定の例外とされる特定の活動は準備的・補助的な性格のもの

である場合に限定する、という修正が提案されています。ただし、5条4項に掲げる活動のうち、性質上本来的に準備的・補助的

なものがあると考える締約国は、その特定の活動については準備的補助的条件の対象としないことができるというオプションも

合わせて提言されています。
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現行規定 改正提案

次の活動を行う場合は、「恒久的施設」に当たらない。 次の活動を行う場合は、「恒久的施設」に当たらない。ただ

し、その(a)から(e)の活動（(f)の場合には、その組合せによる

活動の全体）が準備的又は補助的な性格のものである場合

に限る。

(a) 物品等の保管・展示・引渡しのためにのみ施設を使用

(b) 企業の在庫を保管・展示・引渡しのためにのみ保有

(c) 企業の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有

(d) 企業のために物品等を購入し、又は情報収集のみを目

的として、一定の場所を保有

(e) 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活

動を行うことのみを目的として、一定の場所を保有

(f) (a)から(e)までの活動を組み合わせた活動のみを目的とし

て、一定の場所を保有。ただし、その組合せによる活動の全

体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。

(a) 物品等の保管・展示・引渡しのためにのみ施設を使用

(b) 企業の在庫を保管・展示・引渡しのためにのみ保有

(c) 企業の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有

(d) 企業のために物品等を購入し、又は情報収集のみを目

的として、一定の場所を保有

(e) 企業のためにその他の活動を行うことのみを目的として、

一定の場所を保有

(f) (a)から(e)までの活動を組み合わせた活動のみを目的とし

て、一定の場所を保有。

また、事業活動を細分化して各部分は準備的・補助的活動であると主張してPE認定を回避するようなスキームを防止するため、

「同一企業又は関連企業が同一国内の同一又は複数の場所で活動し、その一体としての活動が準備的・補助的でない場合で、

これら活動が全体として、密接な事業運営の一部である相互補完的な機能を構成する場合には、準備的・補助的活動としての

例外規定は適用されない」とする、「細分化防止ルール」を新たに設けることが提言されています。

5. 契約の分割による「建設PE」認定回避への対応

現行のOECDモデル租税条約5条3項では、「建設工事現場又は建設若しくは据付けの工事については、これらの工事現場又

は工事が12か月を超える期間存続する場合には、恒久的施設を構成する」ものと規定されています。これに対して、人為的に

契約を分割することによって各契約でカバーする工事期間を12か月以下とし、それぞれをグループ内の異なる企業に配分する

ことによってPE認定を回避する事例が問題とされていました。このような建設PEの回避スキームに対しては、BEPS行動6「租税

条約の濫用防止」において租税条約へ導入することが提言された「主要目的テスト」（取引の主たる目的の一つが租税条約の

特典を享受することである場合には租税条約を適用することはできないとするルール）によって対抗する、または、主要目的テス

トを条約に規定しない場合には、関連会社が行う活動をすべて考慮に入れて12か月の判定を行うとする追加規定を設けるべき

としています。

6. 今後の動向と企業のとるべき対応

最終報告書において提言された上記のPE定義規定の変更（PE定義の拡大）は、BEPS行動15において検討されている多国間

協定に盛り込まれることとされています。他方、PEに帰属する所得の計算に関する新たな指針は今回のBEPS行動７最終報告書

では取り扱われませんでした。今後の作業として、多国間協定の交渉期限である2016年末までにPE帰属所得の計算にかかる

ガイダンスを策定することとされています。

行動７の提言内容によって現行のPE認定ルールのスコープが拡大されることにより、BEPS行動計画が本来ターゲットとしていな

かったようなビジネス形態までもが副次的に影響を受ける可能性があります。また、国によっては、今回の提言内容によってPE

ルールへの関心がより一層高まることによって、現行規定の下においても、より厳格な税務調査が行われるなどの影響が考えら

れます。企業側としては、現行規定または改正提案の下で高まる可能性のあるPEリスクを特定し、特定されたPEリスクを低減す

る、またはモニタリングするための社内運営ガイドラインや内部統制プロセスを構築する、さらに状況によっては、PE帰属所得の

計算も含めてAPA（当局間事前確認）などを利用して税務当局の合意を得るといった対策をも検討する必要があります。
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2015年10月5日に公表されたBEPS行動7（Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status）の最終報告

書の原文（英語）については、以下のOECDのウェブサイトをご参照ください。

http://www.oecd.org/tax/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-establishment-status-action-7-2015-final-

report-9789264241220-en.htm
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